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「施設サービスに関する」苦情解決要領 

【目 的】 

社会福祉法第 82条の規定により、特別養護老人ホーム藤里では利用者からの苦情を適切 

な解決を図るための苦情解決体制を整備するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用 

することができるように支援する目的とする。 

【苦情解決体制】 

   所 在 地    山本郡藤里町矢坂字上野蟹子沢 92  

電場番号    ０１８５－７９－１２００ 

   Ｆ Ａ Ｘ    ０１８５－７９－２４５０ 

１．苦情受付担当者 特養「藤里」                  中西江里子（生活相談員） 

          特養「藤里」ショートステイ      中西江里子（生活相談員） 

          特養「藤里」通所介護       細田 育子（生活相談員） 

          特養「藤里」 居宅介護支援事業所 佐藤 浩樹（主任介護支援専門員） 

２．苦情解決責任者 村上 訓（施設長） 

３．第三者委員   利用者の立場や特性に配慮し中立・公正な立場で話合いに立会い、 

助言等を行う 

１）桂田  強 （元人権擁護委員） ［連絡先］０１８５－７９－２１３４ 

２）塚本 誠子 （保 護 司）      ［連絡先］０１８５－５８－４４９１ 

【苦情解決の方法】 

（１） 苦情の受付 

① 苦情受付担当者は、利用者および家族、代理人等から面接、電話、書面等により苦情

を随時受付する。また、第三者委員が直接苦情を受付けることもある。 

② 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、次の事項を所定様式に記録し、

その内容について苦情申出人に確認する。 

１．苦情の内容 

２．苦情申出人の希望等 

３．第三者委員への報告の要否 

４．苦情申出人と苦情解決責任者の話合いへの第三者委員の助言、立会いの要否 

５．第三者委員への報告や立会いが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話 

合いによる解決を図る。 

（２） 苦情受付の報告と確認 

① 苦情受付担当者は、受付けた全ての苦情を苦情解決責任者および第三者委員に報告 

する。但し、苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合はこれを除く事とする。 

② 投書など匿名の苦情についても、第三者委員に報告し必要な対応をする。 

③ 第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して報告を受けた旨を所定様式にてこれ

を通知する。 



 2 

 

【苦情解決のための話合い】 

① 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い解決に努める。その際、苦 

情申出人または苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言や立会いを求め 

ることができる。 

② 第三者委員の立会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話合いは、次により行う。 

１）第三者委員による苦情内容の確認 

２）第三者委員による解決案の調整、助言 

３）話合いの結果や改善事項の確認 

【苦情解決結果の記録と報告】 

① 苦情受付担当者は、苦情受付から解決、改善までの経過と結果について所定様式に 

記録する。 

② 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要 

な助言を受ける。 

③ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善、解決を約束した事項について、苦情申出人 

および第三者委員に対して一定期間経過後、改善結果報告等を行う。 

【公的諸機関等の紹介】 

特別養護老人ホーム藤里で、解決できない苦情は、次の公的機関に申立て等をする事が 

できる。 

 

 

 
藤里町役場介護保険    

相談窓口 

所在地 藤里町藤琴字藤琴 

電話番号 ０１８５－７９－２１１１ 

ＦＡＸ ０１８５－７９－２２９３ 

対応時間 随 時 

能代市二ツ井町介護保険 

相談窓口 

所 在 地 能代市二ツ井町字上台１－１ 

電話番号 ０１８５―７３－２１１１ 

ＦＡＸ ０１８５－７３－５２２４ 

対応時間 随 時 

秋田県国民健康保険団体 

連合会（国保連） 

所在地 秋田市山王４－２－３ 

電話番号 ０１８－８６２－３８５０ 

ＦＡＸ ０１８－８２４－００４３ 

対応時間 随 時 

秋田県福祉サービス 

相談支援センター  

（秋田県運営適正化委員会） 

所在地 
秋田市旭北栄町1番 5号      

秋田県社会福祉会館内 

電話番号 ０１８－８６４－２７２６ 

ＦＡＸ ０１８－８６４－２７０２ 


